
柴田町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
  令和５年１１月２９日 
 
                        柴田町長  滝 口   茂 
 
柴田町条例第２１号 
 

   柴田町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例 

 柴田町長等の給与及び旅費支給条例（昭和３１年柴田町条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

別表第１（第２条関係） 

区分 給料月額 

町長  ９０７，０００円

副町長  ７０２，０００円

教育長  ５９５，０００円

 （略）  （略） 
 

 

別表第１（第２条関係） 

区分 給料月額 

町長  ９０４，０００円

副町長  ７００，０００円

教育長  ５９３，０００円

 （略）  （略） 
 

   附 則 

 この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

 


